
鳥取県立中央病院機能強化基本構想検討委員会設置要綱

（目的）

第１条 鳥取県立中央病院機能強化基本構想検討委員会（以下「委員会」という。）は、

鳥取県地域医療再生計画における機能分担をさらに発展させ、東部医療圏の医療高度

化を推進するため、県立中央病院が引き続き東部医療圏の中核として、高度な急性期

医療を責任を持って提供していくための機能強化・整備方針等について、意見を集約

し、県立中央病院の今後の整備計画等に反映させることを目的として設置する。

（検討事項）

第２条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議を行う。

（１）県立中央病院の機能強化方針

（２）新病院の立地及び整備計画

（３）経営計画

（４）その他基本構想策定に必要な事項

（組織）

第３条 委員会は１５名以内の委員で組織し、鳥取県営病院事業管理者が委嘱する。

２ 各委員の任期は１年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。

３ 委員は再任されることができる。

（委員長）

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 委員長は委員会を代表し、会議を総理する。

３ 副委員長は委員長を補佐し、会長が欠けたときは職務を代理する。

（会議）

第５条 委員会の会議は、鳥取県営病院事業管理者が召集し、委員長が議長となる。

２ 委員会は、必要に応じて関係者に出席を求めて意見を聴くことができる。

（庶務）

第６条 委員会の事務は、鳥取県病院局総務課において処理する。

（雑則）

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、鳥取県営病

院事業管理者が別に定める。

（附則）

この要綱は、平成２５年２月１５日から施行する。
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１２ 生 田 文 子
鳥取県教育委員会事務局

教育次長
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